
68 

第５章 まちづくりの推進方策 

１ 重点的な施策の抽出・設定 

・より効果的・効率的に将来都市像の実現を図るため、近年の社会経済情勢やこれまでのまち

づくりの取組実績、全体構想の重点プロジェクト（活力創造プロジェクト、魅力創造プロ

ジェクト）における主な取組の内容等を踏まえ、７つの重点的な施策を抽出・設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【全体構想の重点プロジェクト】 

《 図：７つの重点的な施策 》 

【７つの重点的な施策の抽出・設定】 

活力創造プロジェクト 魅力創造プロジェクト 

◎良好な操業環境づくり 

◎適切な規制・誘導手法への見直し 

◎街なか居住の環境づくり 

◎活性化に向けた環境づくり 

◎交通ネットワークの充実・強化 

◎安全・安心のまちづくり 

◎自然・生活環境の保全 

◎観光を楽しめる環境づくり 

◎良質な居住環境の形成 

◎協働のまちづくり 
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２ まちづくりの推進方策の整理 

・重点プロジェクトから抽出・設定された「７つの重点的な施策」の実施に向け、全体構想

及び地域のまちづくり構想における基本方針の内容を踏まえ、施策ごとに想定される実現

方策や取組の主体等を明らかにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 氏家市街地における都市核の形成    ❺ 便利な交通ネットワークづくり 

❷ 喜連川市街地における観光交流核の形成 ❻ 観光資源を活かす環境づくり 

❸ 定住を促す快適な居住環境づくり    ❼ 豊かな自然環境の保全 

❹ 活力ある産業環境づくり 

《 図：まちづくりの推進方策の整理イメージ 》 

協 働 

【行政・市民・事業者等】 

・地区計画等のルールによ

るきめ細かな用途規制や

街並みの形成 

・街なかの活性化、公共交通

の充実、自然環境の保全

等への実情に即した適切

な取組 等 

行政 

 

・都市計画事業等の実施（土

地利用・都市施設・市街地

開発等） 

・まちづくり関連の取組の事

業化 

・民間企業等の事業に対する規

制・誘導 

・市民によるまちづくりの支

援 等 

市民 

 

・自然環境の保全や生活環

境の美化など身近な地域

活動への参加 等 

７つの重点的な施策に関する実現方策 

取組・内容ごとに 

想定される実現方策 

及び主体 

全体構想 地域のまちづくり構想 

❶ 土地利用の基本方針 

❷ 交通体系整備の基本方針 

❸ その他都市施設整備の基本方針 

❹ 自然環境の保全・活用の基本方針 

❺ 都市防災の基本方針 

❻ 景観・街並み形成の基本方針 

❼ 交流環境形成の基本方針 

❶ 鬼怒川・五行川流域 

➋ 冷子川・市の堀用水流域 

➌ 荒川・内川流域 

➍ 江川・岩川流域 

 

地域の基本方針 

踏襲 

想定される取組・内容 
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■ ７つの重点的な施策に関する実現方策 

・「７つの重点的な施策」の実施に向けて、それぞれの重点的な施策ごとに想定される実現方

策や取組の主体を明示します。 

 

 

重点的な施策❶氏家市街地における都市核の形成 

［都市核の形成：市役所本庁舎やＪＲ氏家駅周辺地域］ 

 

取り組み 内容 想定される実現方策 主体 

○街なか居住環境の充実  ＪＲ氏家駅東側におけ

る生活道路や公園等の

基盤施設の整備・充実 

◉ 

 

 

 

 

◉ 

◉ 

◉ 

都市再生特別措置法に

基づく施策（立地適正

化計画の策定の検討、

都市再生整備計画事

業） 

道路事業・街路事業 

公園整備事業 

公共下水道事業 

【行政】 

 

 

 

 

【行政】 

【行政】 

【行政】 

 面的整備等の実施の検

討 

◉ 土地区画整理事業等 【行政】 

○誰もが容易に訪れ移動

しやすい環境づくり 

 ＪＲ氏家駅の利用利便

を高めるアクセス路の

充実、駅前広場の拡

充、駐車場・駐輪場の

設置 

◉ 

 

 

 

 

◉ 

都市再生特別措置法に

基づく施策（立地適正

化計画の策定の検討、

都市再生整備計画事業

等） 

街路事業 

【行政】 

 

 

 

 

【行政】 

 幹線的なバス交通の機

能維持、地域内公共交

通のあり方の検討、鉄

道とバスの連携向上 

◉ 地域公共交通網形成計

画の運用 

【協働】 

 街なかの生活利便や回

遊性を高める歩行空間

の確保、歩道の整備、

バリアフリー化・無電

柱化の推進、休息ス

ペースの設置 

◉ 

◉ 

◉ 

歩道設置事業 

電線共同溝整備事業 

まちなかウォーカブル

推進事業 

【行政】 

【行政】 

【行政】 
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取り組み 内容 想定される実現方策 主体 

○良好な商業環境の形成  商業環境の調査、商業

地のあり方を明確にす

るビジョンづくり 

◉ 

 

◉ 

商店街の景観・ホスピ

タリティ向上事業 

都市再生特別措置法に

基づく施策（立地適正

化計画の策定の検討、

都市再生整備計画事業

等） 

【協働】 

 

【協働】 

 核的施設の整備検討、

店舗・建物などの更新

や共同化、空き店舗の

活用 

◉ 

 

 

 

 

◉ 

都市再生特別措置法に

基づく施策（立地適正

化計画の策定の検討、

都市再生整備計画事業

等） 

空き店舗利活用事業等 

【協働】 

 

 

 

 

【協働】 

 良好な商業環境形成の

ための用途規制、趣の

ある商業地景観の形成

のためのルール化 

◉ 

◉ 

地区計画 

景観計画の運用 

【協働】 

【行政】 

○公共公益施設の利用環

境の充実 

 氏家図書館・氏家公民

館・氏家保健センター・

氏家福祉センター・氏家

児童センター・さくらテ

ラス等の施設の充実 

◉ 公共施設整備事業等 【行政】 

○市街地の防災性の向上  防火地域又は準防火地

域の指定による建築物

や地域の不燃化の促進 

◉ 地域地区（防火地域・

準防火地域） 

【行政】 

 避難場所となる公園緑

地や避難路となる狭隘

道路の整備充実 

◉ 

◉ 

公園整備事業 

道路事業 

【行政】 

【行政】 

 浸水被害を未然に防ぐ

雨水排水の整備 

◉ 雨水排水対策事業 【行政】 

○街なか交流環境の充実  街なかへの誘客イベン

トの維持・充実 

◉ 商工観光サイドの施策 【協働】 

 身近な神社・寺院や瀧

澤家住宅・櫻野の奥州

街道沿道地区等の由緒

ある建造物・街並み等

の保全・活用 

◉ 

◉ 

市民による保全活動 

景観計画の運用、景観

重点地区の指定検討 

【市民】 

【行政】 
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重点的な施策❷喜連川市街地における観光交流核の形成 

［観光交流核の形成：喜連川支所周辺］ 

 

取り組み 内容 想定される実現方策 主体 

○観光交流を促すお丸山

公園の再生と周辺環境

の整備 

 お丸山公園の再生整備

の検討・推進 

◉ お丸山公園再生整備事

業 

【行政】 

 お丸山公園周辺におけ

る情緒ある空間の形

成、喜連川足利家歴代

墓所や喜連川神社、御

用堀などを巡る散策路

の整備や休息スペース

の設置、案内板の整備

や植樹等による景観の

向上 

◉ 

◉ 

◉ 

歩道設置事業 

街並み環境整備事業 

景観計画の運用、景観

重点地区の指定検討 

【行政】 

【行政】 

【行政】 

○誰もが容易に訪れ移動

しやすい環境づくり 

 幹線的なバス交通の機

能維持、地域内公共交

通のあり方の検討 

◉ 地域公共交通網形成計

画の運用 

【協働】 

 街なかの生活利便や回

遊性を高める歩行・自

転車空間の確保、歩

道・自転車道の整備、

バリアフリー化・無電

柱化の推進、休息ス

ペースの設置 

◉ 

◉ 

◉ 

歩道設置事業 

自転車道整備事業 

電線共同溝整備事業 

【行政】 

【行政】 

【行政】 

○良好な商業環境の形成  商業環境の調査、商業

地のあり方を明確にす

るビジョンづくり 

◉ 商店街の景観・ホスピ

タリティ向上事業等 

【協働】 

 店舗・建物などの更新

や共同化、空き店舗の

活用 

◉ 空き店舗利活用事業等 【協働】 

 良好な商業環境形成の

ための用途規制、趣の

ある商業地景観の形成

のためのルール化 

◉ 

◉ 

地区計画 

景観計画の運用 

【協働】 

【行政】 

○街なか居住環境の充実  面的整備等の実施の検

討 

◉ 土地区画整理事業等 【行政】 

 生活道路や公園等の基

盤施設の整備・充実 

◉ 

◉ 

◉ 

道路事業 

公園整備事業 

公共下水道事業 

【行政】 

【行政】 

【行政】 
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取り組み 内容 想定される実現方策 主体 

○公共公益施設の利用環

境の充実 

 喜連川公民館・体育

館・保健センター・社

会福祉センター等の施

設の充実 

◉ 公共施設整備事業等 【行政】 

○市街地の防災性の向上  防火地域又は準防火地

域の指定による建築物

や地域の不燃化の促進 

◉ 地域地区（防火地域・

準防火地域） 

【行政】 

 避難場所となる公園緑

地や避難路となる狭隘

道路の整備充実 

◉ 

◉ 

公園整備事業 

道路事業 

【行政】 

【行政】 

○地域の歴史・文化を伝

える貴重な資源の保

全・活用 

 寒竹囲いや板塀、御用

堀の保全 

◉ 市民による保全活動 【市民】 

 身近な神社・寺院や由

緒ある建造物等の保

全・活用 

◉ 市民による保全活動 【市民】 

 風情のある街並みづく

りに向けた緑地の保全

や環境美化活動 

◉ 市民による保全活動 【市民】 
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重点的な施策❸定住を促す快適な居住環境づくり 

［大野地区・上野地区の居住環境の改善］ 

 

取り組み 内容 想定される実現方策 主体 

○適切かつ良好な住宅開

発の誘導 

 質の高い住環境の形成

に向けた地区の将来像

の明確化やルールづく

りの検討 

◉ まちづくり地区詳細計

画の検討 

【行政】 

 適切な規制・誘導手法

の導入 

◉ 

 

◉ 

地域地区（用途地域・

特別用途制限地域） 

地区計画 

【行政】 

 

【協働】 

○生活基盤施設の充実  部分的な生活道路の整

備充実 

◉ 道路事業・街路事業 【行政】 

 公共下水道の整備推進

（大野地区のみ） 

◉ 公共下水道事業 【行政】 

 

［面的整備地区等の居住環境の保全］ 

 

取り組み 内容 想定される実現方策 主体 

○土地区画整理事業実施

区域における快適で安

心して暮らせる生活環

境の確保 

 上阿久津台地地区土地

区画整理事業の完了に

向けた取り組み 

◉ 土地区画整理事業 【行政】 

 東原地区における地区

計画に即した居住環境

の形成（建物形態や敷

地等の適正な規制・誘

導） 

◉ 地区計画の運用 【協働】 

 土地区画整理事業実施

区域（草川・卯の里）

における良好な住宅環

境を維持・向上してい

くためのルール作りの

検討 

◉ 地区計画の導入検討 【協働】 

○林間住宅地における良

好な居住環境の形成 

 林間住宅地（フィオー

レ喜連川・桜ヶ丘）に

おける地区計画に即し

た居住環境の形成（建

物形態や敷地等の適正

な規制・誘導） 

◉ 地区計画の運用 【協働】 
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重点的な施策❹活力ある産業環境づくり 

 

 

取り組み 内容 想定される実現方策 主体 

○喜連川工業団地、蒲須

坂工業団地周辺におけ

る良好な工業基盤の形

成 

 良好な工業生産活動が

継続できる、広域幹線

道路等との円滑な道路

網の整備 

◉ 道路整備基本計画の運

用 

【行政】 

 用途の指定に応じた適

切な土地利用の誘導 

◉ 企業誘致推進計画の運

用 

【協働】 

 工業用水の確保 ◉ 水源の確保 【行政】 

○新規工業地（河戸地

区）周辺における周辺

環境との調和や共生に

配慮した産業環境の形

成 

 起伏に富んだ地形を活

かした基盤の整備 

◉ 

 

◉ 

開発許可制度（土地開

発指導要綱） 

企業誘致推進計画の運

用 

【協働】 

 

【協働】 

 

 

重点的な施策❺便利な交通ネットワークづくり 

 

 

取り組み 内容 想定される実現方策 主体 

○周辺地域との連絡を高

める道路交通ネット

ワークの整備 

 さくらロードの延伸整

備の推進 

◉ 道路事業 【行政】 

 都市計画道路の整備 ◉ 街路事業 【行政】 

 主要な県道・市道の整

備・充実 

◉ 道路整備基本計画の運

用 

【行政】 

○誰もが利用しやすい公

共交通網の形成 

 公共交通に対する地元

ニーズ等の把握、望ま

しい公共交通の運行形

態の実施 

◉ 地域公共交通網形成計

画の運用 

【協働】 

 民間路線バスの利用環

境の向上 

【協働】 

 デマンドタクシーの利

用環境の向上 

【協働】 
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重点的な施策❻観光資源を活かす環境づくり 

 

 

取り組み 内容 想定される実現方策 主体 

○勝山城跡・さくら市

ミュージアム周辺の整

備 

 氏家ゆうゆうパークと

の連絡性を強化する散

策路や案内板等の整

備・充実、自然を学ぶ

ことのできる環境整

備、ユニバーサルデザ

インの挿入、駐車ス

ペースの拡充 

◉ 勝山城跡・ミュージア

ム周辺整備事業 

【行政】 

○さくら市の名にふさわ

しい桜資源の充実 

 桜の郷づくりに資する

桜スポットの保全・育

成、既存の桜資源や新

たな桜資源の連携確

保、新たな桜の名所づ

くり 

◉ 桜の郷づくり計画の運

用 

【行政】 

 桜の里親制度の推進 ◉ 桜の里親制度の運用 【協働】 

 桜の保護・育成に向け

た桜の生態の観察、維

持・管理活動の実施 

◉ 市民による保全活動 【市民】 

○観光資源（観光施設・

集客施設・イベント

等）の活用 

 道の駅きつれがわやさ

くらテラスなど市の情

報発信拠点施設の機能

充実と多面的な利活用

の推進、和い話い広場

の機能充実 

◉ 商工観光サイドの支援

施策 

【行政】 

 地域の独自性を活かし

た各種イベントや体験

型メニューの充実及び

温泉施設などの観光施

設ストックの有効活用

や適正な維持管理の推

進 

◉ 商工観光サイドの支援

施策 

【協働】 

○観光資源を結ぶネット

ワークの構築 

 観光資源の連携や来訪

者の回遊性を高める交

通基盤の整備 

◉ 

 

◉ 

道路整備基本計画の運

用 

地域公共交通網形成計

画の運用 

【行政】 

 

【協働】 
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重点的な施策❼豊かな自然環境の保全 

 

 

取り組み 内容 想定される実現方策 主体 

○喜連川丘陵や里山の豊

かな緑の保全 

 良好な樹林地への緑地

保全地域の指定検討 

◉ 緑地保全地域の指定 【行政】 

 土砂災害等の対策の整

備 

◉ 急傾斜地崩壊危険区域

における対策事業 

【行政】 

○鬼怒川等の良質な水辺

環境の保全 

 水辺を周遊する散策路

の整備、水辺に棲む昆

虫や野鳥のビオトープ

づくり 

◉ かわまちづくり支援事

業 

【行政】 

 鬼怒川特有の礫河原の

再生、礫河原固有の貴

重種の保全、外来生物

の防除 

◉ 鬼怒川礫河原再生事業 【協働】 

 鬼怒川沿いにおける環

境保護・美化活動の推

進 

◉ 市民による保全活動 【市民】 

 洪水等の対策の整備 ◉ 河川改修事業 【行政】 

○田園環境の維持  優良な農地の保全 ◉ 

◉ 

農政サイドの支援施策 

多面的機能支払交付金

事業の拡充 

【協働】 

【協働】 
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３ 計画の推進に向けて 

１ 都市計画マスタープランの推進に向けた基本的な考え方 

❶協働を基本としたまちづくり 

・行政と市民・事業者との連携・協力や適切な役割分担に支えられた協働のまちづくりを基

本とし、市民・事業者が参画しやすい環境づくりを進めます。 

・行政が主体的に行うこと、市民・事業者が主体的に行うこと、行政・市民が連携・協力し

て行うこと、それぞれが自らの役割と責務を認識しながら事業の実現を図ります。 

❷事業化による本計画の実現 

・都市計画マスタープランにおける重点的な施策に関する実現方策等については、『第２次さ

くら市総合計画』の実施計画に位置づけ（予算化・事業実施）、事業化を図ります。 

・土地利用、都市施設などの都市計画決定にあたっては、都市計画マスタープランに示され

る各方針に基づいて実施します。 

❸都市計画や都市再生に関わる制度の活用 

・協働のまちづくりの理念のもと、都市計画や都市再生に関わる制度（都市再生特別措置法

に基づく施策）の積極的な活用による、効果的なまちづくりや事業の推進を図ります。 

【土地利用の規制・誘導】 

：用途地域、特定用途制限地域、緑地保全地域、地区計画 等 

【都市施設の整備】 

：道路などの交通施設、公園緑地などの公共空地、上下水道などの供給処理施設、河川などの

水路 等 

【市街地開発事業の実施】 

：土地区画整理事業 等 

【開発許可制度の運用】 

：土地開発指導要綱 

【都市再生整備計画の運用】 

：都市再生整備計画事業、まちなかウォーカブル推進事業 等 

２ 推進体制の整備 

❶庁内推進体制の整備 

【庁内体制の整備検討】 

・総合的で整合のとれたまちづくりや戦略的な施策の展開を図るため、都市計画部門のみな

らず、企画・財政・福祉・環境・農政・商工観光・建設・防災・教育など、広く関連する

部門を含めた庁内の横断的な連絡調整体制づくりを進めます。 

・地域別の詳細なまちづくりの取り組みに対応する体制づくりを検討します。 
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【他部門事業との連携】 

・各部門（自然、都市防災、景観、歴史文化、情報通信等）の支援施策等の最適な手法の導入

に努めます。 

・都市再生をはじめ、中心市街地活性化、道路整備、企業誘致、地域公共交通網形成等に関

わる施策の展開を図ります。 

・農政サイド、商工観光サイド等における支援施策の活用に努めます。 

【まちづくりに関わる財源の確保】 

・まちづくりの実現に必要な財源の確保や、財政基盤の強化に努めます。 

❷市民参加プロセスの充実 

・個別のまちづくり事業における市民参画の促進を図ります。 

・市民主体の自主的なまちづくり活動（ボランティア等）に対する協力・支援体制の充実を図り

ます。 

・将来都市像の実現に向けた民間事業者等（民間企業、商工会、ＪＡ等）との積極的な連携・

協力に努めます。 

❸国・県との連携 

・国や県が所管する事業等の実施について、都市計画マスタープランの内容に基づきなが

ら、連携・調整を図るとともに、早期対応の協力を要請します。 

３ 進捗状況の把握と見直し（都市計画マスタープランの進行管理システム） 

❶実施計画の事務事業評価による把握 

・『第２次さくら市総合計画』の実施計画に位置づけて事業化した都市計画マスタープランの

進捗状況を、実施計画の事務事業評価や庁内各課ヒアリング等の実施により把握します。 

❷市民意向に基づいた進捗状況の把握 

・まちづくりに対する満足度を把握する市民意向調査の実施（進捗状況の評価・検討の際に

活用）を検討します。 

❸上位計画等との整合 

・上位計画（『第２次さくら市総合計画』や県の定める『さくら都市計画区域マスタープラ

ン』）の改定内容等との整合性の確保に努めます。 

❹都市計画マスタープランの見直し 

・社会経済情勢等の変化や上位計画の改定内容等を踏まえた適切な見直しを行うとともに、

実施計画と連動した事業の点検・評価や段階計画に基づく進捗状況の評価・検討による見

直しを実施します。 

 

  


